
1 

 北上市障がい者プラン（2021-2026）【後期計画】（素案）に係るパブリックコメントの実施結果について 

No. 項目 意見の内容 市の考え方 

１ 

Ⅲ計画の基本

的な考え方及

び推進体制 

P9③療育・リハビリテーションの推進           

療育・リハビリテーションの推進についての考えはと

ても良いのだが、実際障がい児を見てくれるリハビリテ

ーションは多くない。施設でもやってほしいが、リハビ

リをすることが出来ない施設や人が多い。 

実際の利用ニーズ等について把握するとともに、医療機

関、障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所等の関係

機関の連携を強化し、体制の充実を図ってまいります。 

【P9、P28 に、この趣旨の記述があります】 

２ 

Ⅲ計画の基本

的な考え方及

び推進体制 

P9④ひとにやさしいまちづくりの推進 

北上の店で障がい児がオムツを変えやすい場所は限ら

れている。大きなベッドがついているトイレをつくって

欲しい。 

引き続き、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備の

普及啓発に努めてまいります。 

【P9、P29に、この趣旨の記述があります】 

３ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

 

P14②権利擁護と成年後見制度の推進 

令和３年度に北上市権利擁護センターが設置され、成

年後見制度や権利擁護に関する相談を受けているとのこ

とですが、P45の成年後見制度利用支援事業の利用者数は

３年間で０名となっています。市民への成年後見制度の

理解を深めるため、「啓発活動の強化」について検討・追

記してはいかがでしょうか。 

 

・引き続き成年後見制度の周知、啓発を促進してまいりま

す。 

・ P45の成年後見制度利用支援事業の令和５年度の利用者

数の実績は４人の見込みとなり、数値を見直しました。 

・ P60の成年後見制度利用支援事業の令和６年度以降の利

用者数の見込み数値を見直しました。 
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４ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P16⑤障がい児の福祉サービスの充実 

・障がい児を預けられる環境が不足しているので、増や

して欲しい。 

・相談員や福祉サービスを案内できる人を配置し、障が

いのある子どもたちや保護者が安心して悩みを話せる場

所が必要。そこから集団教育の場や保育園等へ行くこと

や相談できる場所が欲しい。 

・障がいの有無に関係なく子どもたちが伸び伸び遊べる

場所や遊具が整ったインクルーシブな施設が欲しい。 

・発達障がいのある子ども対象の施設はあるが、医療的

ケアの子どもが使用できる施設はほとんどない。医療的

ケアに必要な要素はたくさんあり、それをクリアするこ

とは難しいと思うが、１つずつでもクリアし、前に進め

てほしい。 

・子どもの発達段階に応じたサービスが提供できるよう、

相談支援体制の充実と関係機関・団体との連携強化を図っ

てまいります。 

・保護者の介護負担を軽減するため、子どもを見守ること

ができない時間に預かる日中一時支援や短期入所について

必要とする方が十分に利用できるように、サービス提供体

制の整備強化を図ってまいります。 

・医療的ケア児へのサービス提供体制のさらなる充足に向

けて、市内の事業所、岩手県医療的ケア児支援センター、イ

ーハトーブ養育センター、市内の医療機関を含む関係機関

が相互に連携し、検討を進めてまいります。 

【P16、P22、P23に、この趣旨の記述があります】 

５ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P17(3)地域生活の支援 

「地域で暮らす障がい者(一人暮らし等)の情況に応じ 

た継続的な自立生活援助及び地域生活定着支援の取り組 

み」という文言を入れてほしいです。理由は、親の高齢 

化が進行する中で、一人暮らしをせざるを得ない障がい 

者も増えることが考えられ、その対応を検討して欲しい 

ため。 

P19⑧に「自立生活援助、地域定着支援」を一部追記しま

した。 
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６ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P18③移動支援の充実 

市内で実働している同行援護事業所が限られている。

移動支援の充実を図るためにも実施できる事業所を増や

していく必要があるのではないか。 

同行援護の指定事業所は市内に３箇所ありますが、活用

されるよう、利用者ニーズの把握とサービスの周知に努め

てまいります。 

【P18、P40、P54に、この趣旨の記述があります】 

７ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P19⑦日常生活用具、補装具支給の充実及び P24（3）福祉・

情報機器の普及 

・吸引器は命に関わるもので、出かける際は気を配りた

い物であり、高額なので、支給額を充実させてほしい。 

・意思疎通支援用具として、今指伝話や視線入力という

素敵な物の開発が進んでいる。知ってもらい、どんな人

でも使いこなせるようになればと思います。そのために

は助成金が必要だと思います。 

他市町村の状況を把握しつつ、引き続きニーズに応じた

種目や金額の見直し等を進めてまいります。 

【P19に、この趣旨の記述があります】 

８ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P22（1）保育と教育の充実 

支援ファイルは障がいがある子どもにとっては将来的

に有効な資料なので、ぜひ活用するように園や施設に周

知して欲しい。 

 

 

相談支援ファイル等の活用により、関係機関がライフス

テージに応じた支援内容をスムーズに引き継ぎ、切れ目の

ない一貫した支援を提供する体制を構築してまいります。

また、相談支援ファイルの活用方法について、保護者や関

係機関へ周知啓発を図ってまいります。 

【P22、P27、P28に、この趣旨の記述があります】 
 

９ 

Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P25（4）情報提供の充実 

サービスや制度などがまとめられた冊子があるようで

すが、知らずに困っている人が多い。福祉サービスが必

要な人へ行き渡るようにして欲しい。 

 

障がい福祉サービス事業所における情報発信方法の検討

を継続し、個人のニーズや状況に応じた、必要な情報を必

要な時期に知ることができる環境や手段の提供に努めてま

いります。 

【P25に、この趣旨の記述があります】 
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Ⅳ障害者計画

（各論  現状

と課題及び具

体的推進方向 

P27、28（1）障がい児や障がいの疑いのある子どもに対

する早期発見・早期療育の推進 

・障がいのある子を出産してから、福祉施設（療育セン

ター）などに繋いでくれる人がいない。児童発達支援を

受け入れる施設があることを知らない保護者が多いので

情報を流してほしい（健診の時や園などからでも）。 

・産後一番接する保健師さんが福祉関係の情報に乏しい

ので、保健師さんと一緒に福祉に詳しい方が訪問して欲

しい（サービス、支援、福祉に関する情報が欲しい）。 

・発達に遅れがある就学前の児童が相談開始からサービス

利用開始まで切れ目なく支援を受けるための「北上市こど

も療育ネットワーク」を活用し、円滑に児童発達支援サー

ビスを利用できる体制を維持していきます。障がいの早期

発見・早期療育体制を更に充実させ、支援者のスキルアッ

プや連携強化に努めるとともに、必要な保護者に対してペ

アレントトレーニング等の支援を実施し、保護者等の不安

を軽減できるように、障がいや支援制度について情報提供

をしてまいります。 

・こども家庭センター（※）や子育て支援コンシェルジュ

等と連携し、必要に応じて地域の子育て支援事業等の情報

提供や相談・助言等を行ってまいります。 

※全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、母子保健・

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として令

和３年度から体制を整え運営していました「子育て世代包

括支援センター」の名称が、児童福祉法の改正により令和

６年度から「こども家庭センター」に変わります。 

【P27、P28に、この趣旨の記述があります】 
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Ⅴ  障害福祉

計画・障害児福

祉計画（計画の

達成状況、数値

目標とサービ

ス見込み量） 

P56 ⑨居住系サービス 

「障がい者の重度化、高齢化にあわせた日中サービス 

型グループホームの創設」の文言があると良いと思いま 

す。理由は、障がい者の高齢化が進行する中で親も当然 

高齢化し、グループホームでのサービスが受けられるよ 

う検討をして欲しいため。 

 

障がい者本人や介護者の高齢化により、在宅での生活を

継続することが困難な人の増加が予想されるため、個々の

希望に合わせて地域生活ができるように、日中サービス支

援型や夜間支援体制のあるグループホームなど、利用者の

ニーズと地域移行希望者等の推移を見ながら基盤整備を進

めてまいります。 

【P16に、この趣旨の記述があります】 
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Ⅴ  障害福祉

計画・障害児福

祉計画（計画の

達成状況、数値

目標とサービ

ス見込み量） 

P61 ９地域活動支援センター事業 

地域活動支援センター事業の見込量が現状維持となっ

ているが、定員一杯で新たな利用契約ができていない現

状があるため、少しでも量を増やしていけるような方策

を進めてほしい。 

 

・需要の拡大に対しては、新たな事業所の設置や既存事業

所の充実などについて、自立支援協議会内で協議を行い、

必要に応じて各事業所に対して働きかけを行ってまいりま

す。【P18に、この趣旨の記述があります】 

・P61の地域活動支援センター事業（市内）の利用者数を見

直しました。 
 

13 Ⅵ 資料 

P67（2）その他の用語解説 

その他用語解説に「日中サービス支援型グループホー

ム」を追加してほしい。理由は、今後のサービスの一つ

として位置付けて欲しいため。 

 

P65の共同生活援助（グループホーム）の欄に「日中サー

ビス支援型」を追記しました。 

 

 


